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24時間電話健康相談サービス 専門医による電話相談（予約制）

メディカルナビゲーション

24時間健康相談等のメディカル
総合サービス「ハロー健康クラブ24」

IR-00-20250225　2025年5月変更

事前予約により各分野の専門医に相談いただけます。

＊医療総合保障共済（全タイプ）ご加入者（被共済者）のみ
対象となります。
医療カウンセリングのプロが悩みを直接お聞きし、医師や医
療機関との提携ネットワークとデータベースを活用して、セカ
ンドオピニオン手配サービス、「ドクターが薦める専門医」情
報提供サービス、受診手配サービス等、状況に合わせた選択
肢をご提案します。

※ハロー健康クラブ24は提携会社であるティーペック株式会社がご提供します。※利用条件や、地域・内容により、ご要望に沿えない
場合がありますので、詳しくはご加入後ご利用の際「ハロー健康クラブ24」にお問い合わせください。

※先進医療を受けた時、通算1,000万円を限度に技術料実額をお支払いします（当会がお支払いする
先進医療共済金の額は、先進医療特約が付帯された全共済期間を通じ1,000万円を限度とします）

2025年5月1日以降　契約始期用



(1)クーリングオフ（契約申込の撤回等）制度
当会の医療総合保障共済は、共済期間が１年を超
えるご契約は出来ません。

(2)告知義務
共済契約者または被共済者になる者には共済契約
の締結に際し、当会が重要な事項として告知を求
めた事項（以下「告知事項」という）にご回答いただ
く義務（告知義務）があります。告知事項について
事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解
除させていただくことがあります。また、その場合
すでに発生している事故について、共済金をお支
払いできません。この共済では申込書等に★印が
付された項目が告知事項となりますので、ご注意く
ださい。

(3)共済契約の無効
①共済契約者が共済金を不法に取得する目的、ま
たは第三者に不法に共済金を取得させる目的を
もって共済契約を締結した場合は、ご契約は無
効となります。
②共済期閻開始前に、被共済者ががんと診断確定
されている場合は、ご契約は無効となります。

1. 以下の事由により身体障害を被った場合
①共済契約者または被共済者の故意または重大な
過失②共済金を受け取るべき者の故意または重大
な過失③闘争行為ｍ自殺行為または犯罪行為④麻
薬、大麻、覚せい剤、あへん、シンナー等の使用⑤
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装
反乱その他これらに類似の事変または暴動⑥核燃
料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物
の放射性・爆発性その他の有害な特性またはこれ
らの特性による事故⑦前記⑤⑥に随伴して生じた
事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生
じた事故

2. 以下の事由による傷害
①無免許運転、酒気帯び運転中に生じた事故②地
震もしくは噴火またはこれらによる津波またはこれ
らの事由に随伴して生じた事故もしくはこれらに伴
う秩序の混乱に基づいて生じた事故③刑の執行④
精神障害を原因とする事故

3. アルコール依存および薬物依存による入院ま
たは手術

4. むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見（理
学的検査、神経学的検査、臨床検査および画
像検査等により認められる異常所見をいいま
す）のないもの




